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 山口県市町総合事務組合の概況  

 

令和８年４月１日現在 

 

１ 組合設立年月日  ・・・・・・ 平成１８年１０月１日 

 

２ 組 合 設 立 根 拠  ・・・・・・ 地方自治法第２８４条及び第２８５条に基づく複合的一部事務組合 

 

３ 組 合 構 成 団 体  ・・・・・・ 県内全市町、１３一部事務組合、１広域連合 

 

４ 事 務 所 所 在 地  ・・・・・・ 〒753－0072  山口市大手町９番１１号 

山口県自治会館１階 (山口県市町総合事務局内) 

                      TEL 083-925-6613   FAX 083-924-8977 

 

５ 組合の共同処理する事務 

  

（１）災害基金事務  

 共同処理団体 県内全市町 

 

 

 

事 務 内 容 ○災害復旧事業費等に充てるための基金の処分交付 

○単年度内での災害復旧事業費等の貸付 

○消防防災施設整備資金の貸付 

 

（２）職員退職手当支給事務 

 共同処理団体 宇部市（交通局に限る）、全町、４一部事務組合 

 

 

事 務 内 容 ○常勤職員等の退職手当の支給事務 

 

（３）消防団員補償等事務 

 共同処理団体 長門市、柳井市、美祢市、全町、１一部事務組合  

 

 

 

事 務 内 容 ○非常勤消防団員及び消防作業従事者等の公務災害補償費の支給 

○非常勤消防団員の退職報償金の支給 

○非常勤消防団員及び消防職員の賞じゅつ金の支給 
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（４）非常勤職員公務災害補償事務 

 共同処理団体 下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井

市、美祢市、周南市、山陽小野田市、全町、１１一部事務組合、１広域連合 

 事 務 内 容 ○議会議員その他非常勤職員の公務災害又は通勤途上の災害に対する

認定、補償事務 

 

（５）公立学校医等の公務災害補償事務 

 共同処理団体 下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、全町 

 

 

事 務 内 容 ○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の災害又は通勤途上の

災害に対する認定、補償事務 

 

 

（６）公平委員会事務 

 共同処理団体 宇部市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、全

町、１２一部事務組合、１広域連合 

 

 

 

事 務 内 容 ○勤務条件に関する措置要求の判定 

○不服申し立てに対する裁決 

○管理職員等の範囲の指定 

○職員団体等登録審査 

○その他その権限に属する事務の処理 

 

 

（７）交通災害共済事務 

 共同処理団体 山口市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野

田市、全町 

 

 

事 務 内 容 ○加入者の交通事故に対する見舞金の支給事務 

 

 

（８）自治会館管理事務 

 共同処理団体 県内全市町 

 

 

事 務 内 容 ○自治会館の取得 

○自治会館の維持管理 

 

 

（９）行政不服審査会事務 

 共同処理団体 県内全市町、１３一部事務組合 

 

 

事 務 内 容 ○行政不服審査法に基づく行政不服審査会に係る事務 

 

 


